
 

令和５年度 

豊田市区長会 第４回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和５年６月２８日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 

 



次 　第

福士書記

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡くだ
さい。

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場
合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

資料
番号

情報
提供

・市民の皆様のご協力により、燃やすごみの削減等により状況が改善し
たため、令和５年４月１０日に発令した「ごみ非常事態宣言」を令和５
年７月上旬に解除予定です。
【連絡先】循環型社会推進課
           電話：71-3001/FAX：71-3000
           メール：junkan@city.toyota.aichi.jp

別
紙―

2

警察署と地区区長会との連携について

４　共済会運営委員会 報告事項

【司会　寺田副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1
犯罪発生状況・交通事故発生状況について

別
紙

１　豊田市民の誓い唱和

―

５　豊田市等からの依頼・情報提供事項

今期見舞金の支給状況について

―
1

1

ごみ非常事態宣言の解除について 循環型社会推進課

1
-

1



依頼
内容

・支所・出張所でのマイナンバーカード交付窓口を開催します。
・自治区でチラシの回覧をお願いします。
【連絡先】市民課カード交付担当（電話：34-6773/FAX：37-1617）

・・・ 2

（１）豊田市総合計画について ・・・ 別紙

豊田市から説明を聞きたい施策のテーマ募集、

その他区長会として市に要望したいこと、自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと

（１）豊田おいでんまつり花火大会区長会招待について

【第５回役員会】　　７月２６日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５１会議室

７　豊田市からの主要施策の説明

９　その他

2

支所・出張所でのマイナンバーカード出張交付窓口開催に係る市民周知の協
力について

市民課

2

-

８　意見交換

６　７月区長便のお知らせ



令和５年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ４ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

6 月 1 日～6 月 30 日 4 135,575 6 344,000 

4 月 1 日～6 月 30 日 5 158,575 8 431,000 

１件あたりの平均支給額 ― 31,715 ― 53,875 

 

２ ６月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額（円） 行事名等 傷害の内容等 発 生 状 況 

１ 吉 原 ２３,０７５ 
ふれあいサロン（卓

球クラブ） 

頭部打撲､腰部捻挫､

左大腿部挫傷 

練習試合中に近くに置いてあるマットに躓いて転倒｡お尻

と腰を床で強打し､柱に頭をぶつけ負傷 

２ 竹 上 ５０,５００ 広報とよた配付中 左足首捻挫 アスファルト舗装と土の段差に躓き左足首を捻り負傷 

３ 県営保見 ５６,０００ 広報関係配付中 左腓骨遠位端骨折 道路の凹凸で滑って転倒し負傷 

４ 伊保原 ６,０００ 春の環境美化活動 蜂刺傷(右腕) 空き家の裏庭通路で清掃中、蜂の巣に気付かず刺され負傷 

 

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

6 月 1 日～6 月 30 日 2 323,658 2 143,220 

4 月 1 日～6 月 30 日 2 323,658 2 143,220 

 

４  ６月の賠償金支給の内容 

№ 自治区名等 賠償金額（円） 行事名等 賠償の内容 

1 竹 上 202,658 
竹村新池公園の 

草刈り作業 

草刈機の石跳ねで、10ｍ離れた場所に駐車していた自動車のバ

ックドアガラスを破損 

2 畝部団地 121,000 春の環境美化活動 
草刈機の石跳ねで、9ｍ離れた場所に駐車していた自動車のリア

ウィンドウガラスを破損 

 

 

【問合せ先】区長会事務局 中山 電話 ３４-６６２９ 
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７月区長便送付文書一覧 
 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 令和 6年度 自治区補助金要望書 各支所、地域支援課 
34-6629 

ほか 
提出 

藤岡、藤岡南

小原、旭地区

以外の自治区 

2 ごみ非常事態宣言の解除 循環型社会推進課 71-3001 通知 全自治区 

3 
令和 5 年度 金婚祝賀の記念写真撮影の

ご案内 
市民活躍支援課 34-6660 通知 全自治区 

4 令和 5年度全国一斉情報伝達訓練の実施 防災対策課 34-6750 通知 全自治区 

5 「交通安全市民会議ニュース７月号」  交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

6 
豊田保護区協力雇用主会の周知啓発用ポ

スター 
こども･若者政策課 34-6630 配付 全自治区 

7 そえぎ こども･若者政策課 34-6630 配付 全自治区 

8 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 配付 旧市内自治区 

9 
支所･出張所でマイナンバーカード受取

りの臨時窓口を開設します！ 
市民課 34-6773 回覧 全自治区 

10 社協だより 社会福祉協議会 34-1131 回覧 
下山地区以外

の自治区 

11 「防犯あいち」及び「防犯ポスター」 防犯協会連合会 33-7201 
回覧

配付 

豊田警察署 

管内の自治区 

 

※「自治区だより」は発行の都度、支所に３部（挙母地区は地域支援課
に２部）ご提出をお願いいたします。（支所、区長会事務局、社会福
祉協議会にて保管しています。） 

 

※区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますのでご協力ください。 

・区長便の空袋は、区長便箱へ入れておいていただくか、お近くの支所へお渡しください。 

・区長便袋には、送付文書を残さず、必ず空にしてください。 

   （提出物などを入れないようにお願いします。） 

 

【地域支援課】 電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

      メール：chiikishien＠city.toyota.aichi.jp 
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「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の

５項目を明るいラインで表し、実践活動を通じて、
わたくしたち市民の手で、豊田市を未来に向かって
育て伸ばそう」という意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
した

しみ、教養
きょうよう

を高
たか

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こうじょう

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを 尊
とうと

び、きまりを守
まも

って、 

住
す

みよい社会
しゃかい

をつくりましょう。 

                                                  （昭和５３年３月１日制定） 

 

        



 
 
 自治区⾧様 
 

令和５年６月２８日  
豊田市⾧ 太田 稔彦  
（ 公 印 省 略 ）  

 
ごみ非常事態宣言の解除について（お知らせ） 

 
 日頃は、市の清掃行政に格別のご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。 

さて、４月１０日に発令した「ごみ非常事態宣言」につきましては、市民の皆様の
ご協力で、順調にごみの削減が進んだことで７月上旬に解除する予定です。ごみの削
減及び適正分別にご協力いただきましたことを厚くお礼申し上げます。 

安全・安心したごみ処理を進めていくためには、引き続き市民の皆様のご協力が必
要です。特に、収集や処理過程において火災の危険性が高いリチウムイオンバッテリ
ーなどの「有害ごみ」、スプレー缶などの「危険ごみ」の分別の徹底をお願いします。 
 また、ごみ分別の参考となる資源・ごみ分別無料アプリ「さんあ る」を区民の方々
にご利用いただくようご周知をお願いします。このアプリは、ごみ分別の検索やごみ
収集日の通知などの機能があります（詳しくは裏面をご覧ください）。 
 なお、「さんあ る」や充電式小型家電の分別方法などの回覧用のチラシがご入用
なときは、下記の問合せ先にお問い合わせください。 
 
 
参考 ごみ非常事態宣言期間中の「燃やすごみ」の搬入実績及び削減量 

（４月１０日から６月９日まで） 
令和４年度 令和５年度 削減量（前年度比） 

２０，１６７トン １７，８３０トン ▲２，３３７トン（約１割減） 
 

 
＜問合せ先＞ 
〒４７０－１２０２ 
豊田市渡刈町大明神３９－３ 
豊田市環境部循環型社会推進課  
電話７１－３００１ FAX ７１－３０００ 
MAIL junkan@city.toyota.aichi.jp 
 

 
 

資料１ 
７月区⾧便 



 
 
 



 
 

   
 
 

令和 5 年 6 月 28 日 
自治区⾧ 様 

 
市民課⾧ 妻木 克彦  

 
   支所・出張所でのマイナンバーカード出張交付窓口開催に係る 
   市民周知の協力について（依頼） 
 

日頃より、市民課業務にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 
原則、カードの交付は本庁で行っていますが、国が公表した「来年度秋頃の保険証

廃止」を受け、保険証を特に必要とする高齢者等の申請も多く、市役所までカードを
受取りに来ることが困難な方が増えているため、臨時の交付窓口を下記の通り計画し
ました。また、９月末が期限であるマイナポイントの申請について、カード取得と同
時に手続できるよう支援窓口も併設します。 

区⾧の皆様には、区民の皆様への周知について、御協力をお願いします。 
 

記 

１ 依頼内容 
 区内市民へ周知回覧（別紙チラシ） 
 
２ 出張交付窓口でできること 

マイナンバーカードの受取り及びマイナポイント手続支援 
 

3 申込み方法 
 ・予約制（インターネット又はマイナンバーカードコールセンターに電話 

 0570-083-130 ） 
  ※聴覚障がいのある人は、FAX 0565-37-1617 
 ・予約開始日 ７月２５日（火） 

・予約締切日 各開設日の２日前まで（土日祝日除く） 
 

4 その他 
・マイナポイント手続支援は、既にカードをお持ちの方も対応しますが、当日カー

ドの受取り予約をされた方優先となります。 
 

 
問合せ  市民課 マイナンバーカード交付窓口 

      電  話 （直通）0565-34-6773 

資料 2 

7 月区長便 



「回覧」



市役所でもお手伝いしています 

申請方法

＜マイナポイント操作支援窓口＞
■場所

市役所東庁舎１階ロビー
■受付時間

祝 を除く   曜 ／8:30-17:15
第２日曜日、第４土曜日／9:00-17:00

■受付時間
祝 を除く   曜 ／8:30-17:15
※聴覚に障がいがある人の専用相談窓口

FAX 34・6815

＜マイナポイント支援コールセンター＞

手続きに必要なもの（来庁時の持ちもの）
① マイナンバーカード（令和5年2月28日までに申請されたものに限る）
② マイナンバーカード申請・受取時に設定した４ケタの暗証番号
③ 本人名義の口座情報が分かる通帳など（公金受取口座の登録を希望される方のみ）
④ 決済サービスID/セキュリティーコードが分かるもの

マイナポイントの申込み

マイナポイント対象
決済サービス

9月30日まで


